
  

 

 

 

令和８年度 

広島広域都市圏 交流活動促進事業 

応募の手引 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

R8.３.１作成 

① 庄原市を目的地とする活動や、庄原市の団体の活動も対象となる予定です（本ページ

上部の注意書きも御覧ください。）。 

② 事前協議書の受付期間が、活動する日の属する月（活動月）の３か月前の１日から活動

月の２か月前の中旬までに変更となりました。令和７年度までよりも受付期間が早まり

ますので、御注意ください。受付期間の詳細は５ページ以降を御覧ください。 

③ 各種様式を変更しましたので、変更後のものを御利用ください。 

④ 本事業は、大変御好評をいただいており、多くの方から利用希望を頂いております。

各月で配分している予算を超える事前協議を受け付けた場合は、抽選により補助の対

象となる団体を決定しますので御了承ください。 

令和８年度からの主な変更点 

注意 
※ 本事業については、令和８年度予算の成立を条件として実施しますが、年

度初めの活動に対しても補助できるよう、予算の成立前から事前協議を受

け付けます。 

事前協議の結果連絡は、令和８年度予算の成立後（令和８年３月２７日以

降の予定）となりますので御承知おきください。 

※ 庄原市の地域団体等が行う活動や、庄原市以外の市町の地域団体等が庄

原市を目的地として行う活動は、庄原市が広島広域都市圏に参画する令和

８年４月１日（予定）以降に事前協議結果を通知しますので御承知おきくだ

さい。 
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目的 

 

 広島広域都市圏の圏域内においてヒト・モノが活発に循環し続けるには、それらの移動を容

易にする公共交通ネットワークの活用が欠かせず、また、その利用が持続するようにする必要

があります。そのために、公共交通が地域住民の日常生活や地域経済を支えるために欠かせ

ない存在として受け入れられ、かつ、地域住民や団体等に広く利活用される環境を整備する

ことが重要になります。 

 そこで、町内会・自治会等の地域コミュニティを担う団体が、地域を活性化するために、他の

団体との交流や団体内の交流促進等に取り組む場合に、公共交通等の利用に要する経費を

補助することにより、公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図ることとします。 

 また、広島広域都市圏では、「瀬戸内海」という共通の地域資源を有し、航路でのつながりも

ある「松山圏域※」と圏域同士の相互連携をしています。こうしたことを踏まえ、本事業におい

ては、松山圏域を目的地とする活動も対象とし、広島広域都市圏内の公共交通事業者の利用

に係る経費を補助することにより、両圏域の住民や団体等による交流を促進します。 

※松山圏域は、松山市と近隣の５市町（伊予
い よ

市、東温
とうおん

市、久万
く ま

高原
こうげん

町、松前
まさき

町、砥部
と べ

町）で構成する圏域です。 

 

広島広域都市圏とは 

 

広島市と生活面や経済面で深く結び付いている、広島県、山口県、島根県の 3 県にまたが

る市町で構成する圏域です。圏域経済の活性化と圏域内人口 200 万人超の維持を目指す

「200万人広島都市圏構想」の実現に向け、様々な交流と連携を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島広域都市圏と松山圏域の

地図は、１２ページにも掲載し

ていますので御覧ください。 

※ 庄原市は令和８年４月に広

島広域都市圏に参画予定 
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補助の対象となる団体  

 
次の⑴又は⑵に該当し、かつ、以下の要件を全て満たす団体が補助の対象となります。 

※ 別冊の「Ｑ＆Ａ」で対象団体を詳しく整理していますので参考にしてください。 

⑴ 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体（町内会、こども会、地域運営組織など） 

⑵ 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体（商店街、農協、事業組合など） 

※ いずれも、呉市に所在する団体を除きます。 

※ 産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、補助の対象外とします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までに実施する事業が対象です。 

 

事業実施の対象となる地域  

 広島広域都市圏内及び松山圏域内において実施する事業が補助対象となります。各圏域内

の市町については、１２ページの地図を御覧ください。 

 また、各圏域の地域資源や地域団体の活動については、広島広域都市圏ホームページに掲

載しています。各団体で事業内容を検討する際の参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 団体要件 

① 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること。 

② 団体の運営に関する規程（規約、会則、定款等）を設けていること。 
③ ②の規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っ

ていることが確認できること。 

※ 本事業における「地域」とは 
「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲（例：地区社協は小学校区、町内会
は〇〇町区など）を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。 

 

 
広島広域都市圏内の地域資源一覧（広島市 HPリンク先） 

 

 

松山圏域内の地域資源一覧（広島市HPリンク先） 

 

 

圏域市町の地域団体の活動紹介（広島市HPリンク先） 

広島市広域都市圏マスコットキャラクター 

ひろしま都市犬 はっしー 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/036/764/250319.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/036/764/matsuyamakenniki5070707.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1012407.html
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補助の対象となる事業  
 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までに、広島広域都市圏内及び松山圏域内で実施

する以下のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。１０～１１ページに活動の例を

掲載していますので併せて御覧ください。 

交流事業 

ア 団体交流型  

対象団体同士が交流する事業 （※同一市町内の団体同士も対象です） 

例：先進的な取組を行う浜田市内のＡ町内会を、広島市内のＢ町内会が

視察し、意見交換を行う事業 

イ イベント出展型 

対象団体がイベント等に出展する事業 

例：東広島市内で開催するイベント（例．酒まつり等）に、岩国市内のＣ商

工会が出展する事業 

単独事業 

対象団体が地域資源の視察等を行う事業 

例：三次市内のＤ農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取組の

参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業 

※ 目的地が団体の活動地域と同じ市町内でも対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の事業は補助対象外となります。 

⑴ 本補助金以外で国、県、圏域市町又は国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これら

に準ずるものを出資した法人等から補助金等（圏域市町からの補助金等を原資として間

接的に対象団体に交付される補助金等を含む。）を受けている事業であって、他の補助

金等との重複申請が認められていない事業 

⑵ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする事業 

⑶ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業 

⑷ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。以下

同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党

を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業 

⑸ 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業 

⑹ 公序良俗に反する事業 

⑺ その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業 
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補助の対象となる経費  

「補助の対象となる事業」（３ページ）に該当する事業の実施に当たって、以下の⑴又は⑵の

いずれかに該当する経費が補助の対象となります。 

 

⑴ 公共交通型 

対象団体の構成員３名以上が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公
共交通の運賃の支払に要する経費 
 

 

 

 

⑵ 貸切バス型 

対象団体の構成員１０名以上が利用する貸切バスの借上料（有料道路代や駐車場代等
は除く。）の支払に要する経費 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助率・補助上限額・交付回数制限 
 

事業区分 補助率 補助上限額 交付回数制限 

交流事業 
対象経費の 

10分の 10 

次のいずれか低い方の金額 

① 参加人数×１万円 

② １事業 20万円 

事業期間内に 

１団体当たり２回まで 

単独事業 
対象経費の 

2分の 1 

次のいずれか低い方の金額 

① 参加人数×５千円 

② １事業１０万円 

事業期間内に 

１団体当たり２回まで 

貸切バスに関する要件 

 貸切バスは、地域の公共交通ネットワークの維持という観点から、原則として、次の

いずれにも該当する事業者が運行するものに限ります。 

① 道路運送法に基づく「一般乗合旅客自動車運送事業」及び「一般貸切旅客自動車運

送事業」の許可を受けている事業者 

② 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者 

公共交通とは 

JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等を指します。 

乗用タクシーや新幹線は対象外です。 

※ 本補助金以外で、他の団体（国や県、圏域市町など）から、公共交通や貸切バスの利用

に要する経費の補助等を受けた又は受ける予定であり、当該補助等が他の補助等との

重複申請を認めていない場合は併給不可とします。 

なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、公共交通や貸切バスの利用に要する経

費から、他の補助金等を除いた額を上限とします。 
 

例１：単独事業でバス借上料が１０万円、他の補助金受給が６万円の場合、本補助金の交付上限は４万円。 

例２：単独事業でバス借上料が１０万円、他の補助金受給が３万円の場合、本補助金の交付上限は５万円。 
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申請手順 

 申請には３つの段階があります。 
 
 
 

 活動を実施する日の属する月（以下「活動月」といいます。）ごとの申請スケジュールは以下

のとおりです。令和７年度までのものから変更となっています。特に、事前協議の受付期間が

早まっていますので、御注意ください。また、４・５月及び令和９年３月活動分は変則的なスケ

ジュールとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑴ 事前協議 ⑵ 活動実施 ⑶ 補助金交付申請兼請求 

※ 受付開始日が閉庁日の場合、メールでの提出は行えますが、窓口での提出は翌開庁日に行ってください（先着順で

はありませんので、取扱いに差は生じません。）。 
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⑴ 事前協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 事前協議の受付 

   対象団体が所在する市町の窓口にて、原則、活動月の３か月前の１日から活動月の

前々月の中旬まで受け付けます。（例．６月に活動を実施する場合、３月１日から４月１５

日まで事前協議を受け付けます。） 

   受付終了日は月によって異なる場合があるので、必ず５ページに掲載している月ご

との詳細なスケジュールを御確認ください。特に、４・５月活動分は変則的なスケジュー

ルとなっています。 

   事前協議に当たっては、次ページに記載の書類を提出してください。 

 

    イ 事前協議の結果の通知 

原則として、活動月の前々月の末日までに、補助の対象となるかどうか、事前協議の

結果を通知します。（例．６月活動予定の場合、４月３０日までに結果を通知します。） 

活動月ごとの結果通知期間は、５ページに掲載している月ごとの詳細なスケジュール

を御確認ください（４・５月活動分は変則的なスケジュールとなっています。）。 

 

※ 受付終了時点でその月の予算に余りがある場合に限り、受付終了日の翌開庁日か

ら活動月の前月の最終開庁日まで先着順で事前協議の追加受付を行います。追加受

付の有無は、受付終了日の翌開庁日までに広島市 HP の本事業のページに掲載しま

す。ただし、本事業は多数の利用希望を頂いているため、追加受付が実施される月は

少ないことが予想されます。なお、先着は日単位で判定し、同日に多数の事前協議を

追加受付した場合は、抽選により補助対象となる団体を決定します。 

 

※ 令和８年３月中に事前協議を受けたものについては、令和８年度予算の成立以降

（令和８年３月２７日以降）に事前協議の結果を通知します。また、庄原市の地域団体

等が行う活動や、庄原市以外の市町の地域団体等が庄原市を目的地として行う活動

は、庄原市が広島広域都市圏に参画する令和８年４月１日（予定）以降に事前協議結

果を通知します。 

 

※ 事前協議書提出後に補助要件を満たさなくなった場合は、補助金交付事前協議取

下書（様式第２号）を速やかに提出してください。 

・ 活動実施時期に応じて、アに記載の受付期間中に、対象団体が所在する市町の窓口

（２９ページ以降に記載しています。）で事前協議を行ってください。 

・ 活動実施前に事前協議の手続きをしていない場合は、補助金を交付できません。 

・ 事業期間を通じて申請を受け付けることができるよう、予算を月ごとに分割して配

分しています。 

・ 本事業は、大変御好評をいただいており、多くの方から利用希望を頂いておりま

す。各月で配分している予算を超える事前協議を受け付けた場合は、抽選により補

助の対象となる団体を決定しますので御了承ください。 
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 ＜事前協議の際に提出する書類＞ 

書類の種類 交流事業ア 交流事業イ 単独事業 

① 補助金交付事前協議書（様式第１号）※１ 〇 〇 〇 

② 地域団体の団体運営に関する規程（規約、会則、定款等） 〇 〇 〇 

③ 上部組織と下部組織の関係性を明らかにする書類※２ △ △ △ 

④ 交流する団体の団体運営に関する規程 〇 － － 

⑤ 貸切バスの借上げに係る見積書＜「貸切バス型」の場合のみ＞ ※ ３ △ △ △ 

⑥ 運行委託契約書、約款、仕様書等の写し※４ △ △ △ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 補助金交付事前協議書―複数団体が合同で申請する場合―について 

複数団体が合同で事業を実施する際は、様式第１号の別紙も提出してください。 

公共交通型では各団体３名以上かつ全団体で計６名以上の参加がある場合に人数要

件を満たし、貸切バス型では各団体３名以上かつ全団体で計１０名以上の参加がある場

合に人数要件を満たします。なお、複数団体が合同で申請する場合は、申請団体同士で

の交流が図れることから、交流先がなくても交流事業となります。 
 

※２ 上部組織と下部組織の関係性を明らかにする書類について 

地域団体内において、クラブや部会等の下部組織単位で申請する際に、下部組織の規

程がある場合は、その規程を提出してください。 

下部組織の規程がない場合は、上部組織の規程と、「上部組織と下部組織の関係性を

明らかにする書類」の両方の提出があれば、下部組織単位での申請を認めます。  

上部組織と下部組織の関係性を明らかにする書類としては、例えば、申請しようとし

ているクラブ等が地域団体の下部組織であることが明記してある地域団体の規約、下部

組織の活動に関する記載がある地域団体の事業計画や、圏域内市町の公式ホームペー

ジにおける地域団体と下部組織の関係性に関する記載などが挙げられます。 
 

※３ 貸切バスの借上げに係る見積書について 

貸切バス型において、旅行代理店等を通して貸切バスを手配する場合は４ページに記

載している「貸切バスに関する要件」を満たす事業者の貸切バスが手配されているかど

うか、確認してください。 
 

※４ 運行委託契約書、約款、仕様書等の写しについて 

貸切バス型で利用しようとする貸切バス事業者が、道路運送法に基づく一般貸切旅客

自動車運送事業の許可しか受けていない場合であっても、圏域内市町においてコミュニ

ティバスやスクールバスを運行する事業者である場合は、「貸切バスに関する要件」を満

たすとみなすことができる場合があります。 

コミュニティバスやスクールバスを運行する事業者の貸切バスを利用する場合は、運

行委託契約書、約款、仕様書等の写しを提出してください。 

なお、過去の利用実績については、２９ページ以降に記載している問合せ先にお問合

せください。 



広島広域都市圏 交流活動促進事業 応募の手引 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 活動実施 

   対象団体が活動を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動実施後の⑶補助金交付申請兼請求の手続きにおいて必要となる以下の資料につい

て、活動実施中に御準備をお願いします。 

●  活動実施が確認できる写真（目的地で活動している写真）を撮ってください。 

●  公共交通等の利用を証明する資料として、以下のいずれかを準備してください。 

・ 利用者数分の領収書又は貸切バスの借上げに係る費用の領収書 

・ 利用者数分の運賃が確認できる切符や乗車券等の写真 

・ 公共交通の利用区間の乗車地や降車地が確認できる写真 

（駅名、停留所名が確認できる駅舎前、バス停前等の写真） 

●  交流事業ア（団体交流型）の場合は、交流した団体に交流活動実施証明書（様式第５

号）の証明欄に記入してもらってください。 

なお、複数団体が合同で申請する場合は、交流活動実施証明書を提出いただく必要は

ありません。 

活動実施中に以下の資料を御準備ください。 

事務局からのお願い ～「視察・研修計画」欄について～ 

 令和８年度から、事前協議書に「視察・研修計画」欄を設けています。本事業は、公共交通

の利用促進及び地域コミュニティの活性化を目的としており、この補助金を活用して行わ

れる団体間の交流や地域資源の視察等の活動が、団体の資質向上や地域課題の解決につ

ながることを期待しています。 

活動内容を検討する際には、ぜひ、団体の皆さんで、「団体や地域の課題は何か、この活

動を通じてどのように団体や地域の活性化や課題解決につなげるか」といった点を話し合

ってみてください。 

なお、記載内容によって活動に優劣をつけたり、補助対象から除外したりするものでは

ありません。 

 

記載例： 

① 先進的な防災活動に取り組んでいる地域の自治会と意見交換会を実施し、自分たちの

地域の活動に取り入れていく。 

② 地域において世代内での交流はあるが、世代間での交流があまりないので、こども会

と老人会が合同で他市町を訪れ、交流を図り、その後の地域内での交流活動につなげ

る。 

③ こども会の研修旅行として、こどもたち自身で目的地や交通手段を考え、それを実行

に移してもらうことで、成長を促す。 
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⑶ 補助金交付申請兼請求 

活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日又は令和９年３月３１日のいずれか早い日ま

でに、以下の書類を対象団体が所在する市町へ提出してください。 

書類提出後、内容を審査し、広島広域都市圏協議会事務局（広島市広域都市圏推進課

内）から、補助金の交付決定通知書又は不交付決定通知書を申請者へ送付します。 

交付決定の場合、書類提出期限から約１か月以内に補助金を指定口座へ振り込みます。 

 ＜補助金交付申請の際に提出していただきたい書類＞ 

書類の種類 交流事業ア 交流事業イ 単独事業 

① 補助金交付申請書兼請求書（様式第３号） 〇 〇 〇 

② 活動実施報告書（様式第４号） 〇 〇 〇 

③ 交流活動実施証明書（様式第５号） ○※４ － － 

④ 事業実施が確認できる資料※１ － 〇 〇 

⑤ 事業実施が確認できる写真※２ 〇 〇 〇 

⑥ 活動参加者の名簿（様式第６号） 〇 〇 〇 

⑦ 「交通費の支払を証明する資料」又は「利用区間の運賃が確

認できる資料と公共交通の利用が確認できる写真」※３ 
〇 〇 〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 事業実施が確認できる資料について 

  ・ 交流事業イ（イベント出展型）の場合 

イベントのチラシや出展決定通知書、会場レイアウト図など、イベント出展が確認で

きる資料 

・ 単独事業の場合 

団体の構成員向けの案内文、実施要領、旅のしおりなど、団体の活動として実施し

ていることが確認できる資料 

※２ 事業実施が確認できる写真について 

交流団体の活動を視察中の写真や出展ブースで販売している写真など、取組内容・

状況が分かる写真 

※３ 「交通費の支払を証明する資料」又は「利用区間の運賃が確認できる資料と公共交

通の利用が確認できる写真」について 

以下のいずれかを提出してください。 

・ 交通費の支払を証明する資料 

利用者数分の公共交通の利用に係る領収書（写し可）や貸切バスの借上げに係る

費用の領収書（写し可）、運賃が確認できる利用者数分の切符や乗車券等の写真な

ど 

・ 利用区間の運賃が確認できる資料と公共交通の利用が確認できる写真 

利用区間の運賃が確認できる資料（運賃表等）、公共交通の利用が確認できる写

真（駅名、停留所名が確認できる駅舎前、バス停前等の写真など） 

※４ 合同申請の場合、「交流活動実施証明書（様式第５号）」の提出は不要です。 
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留意事項 

⑴ 取組内容の紹介等への協力について 

圏域内で活動する対象団体間の視察等の交流を活発にし、地域コミュニティの活性化

に役立つよう、本補助事業を活用した対象団体間の交流事例や対象団体の特徴的な取組

等について、広島広域都市圏ホームページ等で紹介させていただく場合があります。 

ホームページ等で紹介する際は、該当団体に個別に御連絡し、了承を得た上で紹介しま

すので、御協力お願いいたします。 

⑵ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について 

補助金の交付を受けた団体が消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の確

定申告を行い、本補助事業の対象となった経費の消費税等に係る仕入控除税額が生じ

た場合には、消費税等に係る仕入控除税額報告書（様式第８号）により速やかに広島広域

都市圏協議会へ報告してください。 

当該消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還していただくこととなります。 

⑶ 証拠書類の整備について 

補助金の交付を受けた団体は、補助の対象となった経費に関する証拠書類を整理し、

当該年度終了後、５年間保管してください。 

⑷ 虚偽の申請等があった場合について 

虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、交付

した補助金の全部又は一部の返還等を命じることがあります。 

⑸ 情報公開等について 

団体から提出された書類等については、個人情報保護法等の規定に基づき、取り扱い

ます。また、提出された書類等は原則返却しませんので、提出する前に写しを取り、保管し

てください。 

 

活動の例  

活動事例を掲載していますので、活動を検討する際の参考にしてください。       の中が、補助

対象経費となります。これ以外の活動事例は、広島広域都市圏ホームページにも掲載しています。 

● 交流事業ア（団体交流型） 補助率 10/10 

【例１】 浜田市内の対象団体3名が広島市内の対象団体と交流（先進的な取組の視察や意見交換） 
      

乗用ﾀｸｼｰ      高速ﾊﾞｽ：3,000円  ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ：350円  路線ﾊﾞｽ：170円 

自宅  ⇄   浜田駅前  ⇄  大塚駅  ⇄  毘沙門台  ⇄  目的地 
            （ここで集合)                          

 

（3,000円+350円+170円）×2（往復分）×3名＝21,120円（補助額） 

 

【例２】 広島市内の対象団体１５名が世羅町内の対象団体と交流（先進的な取組の視察や意見交換） 
   

      路線バス     貸切バス借上料：１０万円 

自宅   ⇄   広島駅    ⇄  世羅町内の目的地 

           （ここで集合) 

 100,000円（補助額） 
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● 交流事業イ（イベント出展型） 補助率 10/10 

【例３】 三次市内の対象団体 5名が横川駅周辺で開催されるイベントに出展 
 

     路線バス            路線ﾊﾞｽ：260円    JR（芸備線等）：1,340円 

自宅  ⇄   三次中央病院  ⇄ 三次駅前  ⇄ 横川駅 
            （ここで集合) 

（260円+1,340円）×2（往復分）×5名＝16,000円（補助額） 
 

● 単独事業 補助率 1/2 

【例４】 美郷町内の対象団体 10名が広島市内の広島国際会議場で音楽鑑賞 
 
     路線バス        貸切バス借上料：15万円 

自宅  ⇄   美郷町役場  ⇄  広島国際会議場 
           （ここで集合) 

 
 
 
 

 

 

★ 松山圏域を目的地とする活動の事例 

【例５】 柳井市内の対象団体 6名が松山市の空き家活用事例を視察 

  

路線バス         

自宅    ⇄    柳井港   ⇄  三津浜港   ⇄  目的地 
            （ここで集合) 

 

 

【例６】 広島市内の対象団体１０名が、広島広域都市圏内の A 社の貸切バスを借り上げ、広島港～

松山観光港はバスごと広島広域都市圏内の事業者が運航するフェリーに乗船し、松山圏域内

も同バスで移動して砥部町の社会福祉施設を視察（単独事業） 

  

JR        

自宅   ⇄   広島駅   ⇄   広島港   ⇄   松山観光港   ⇄  目的地 
          （ここで集合) 

 

 

 

 
 

【例７】 大崎上島町の６名の対象団体と１４名の対象団体が合同（合計２０名）で、広島広域都市圏内の

A 社の貸切バスを借り上げ、木江港～今治港（圏域外）はバスごと広島広域都市圏外の事業者が運

航するフェリーに乗船し、松山圏域内も同バスで移動して地域コミュニティ拠点を視察（交流事業） 
  

徒歩        

自宅  ⇄   大崎上島町役場  ⇄  木江港  ⇄  今治港  ⇄  目的地 
           （ここで集合) 

 

 

  

50,000円（補助額） 

 

①バス借上料 15万円×1/2（補助率）＝7万 5千円、②補助上限額 5千円×10名＝5万円、 

③補助上限額 10万円のうち、一番低い額が補助交付申請予定額となります。 

フェリー代金：8,550円（往復） 松山圏域の公共交通や貸切バスを使用 

8,550円（往復分）×6名×1/2（補助率）＝25,650円           25,650円（補助額） 

フェリー（広島広域都市圏内の事業者）代金 

：11,600円/人+バス車両 28,300円（いずれも往復） 

①（15万円+11,600円（往復分）×10名+28,300円）×1/2（補助率）＝147,150円 

②補助上限額５千円×10名＝５万円、③補助上限額１０万円のうち、一番低い額が補助交付申請

予定額となります。 

 50,０００円（補助額） 

貸切バス借上料：15万円 

フェリー（広島広域都市圏外の事業者）代金 

 １８0,０００円（補助額） 

※ 広島広域都市圏外の事業者が運航しているため、フェリー代金（乗客運賃・車両運賃）は補助対象

経費に含まれません。 

貸切バス借上料：１８万円 
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 （参考）広島広域都市圏と松山圏域について 

 広島広域都市圏の市町名と松山圏域の市町名を記載しています。活動実施の際の参考にし

てください。 

  

広島県、山口県、島根県の３県に

またがる市町で構成する圏域 

※庄原市は令和８年４月に広島広域

都市圏に参画予定 

愛媛県松山市と近隣５市町

で形成する圏域 
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